
 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年 4 月 

「自由・共生・未来への責任」を掲げ、民進党が結党されま

した。自公政権に対抗出来る一つの政党として、すべての人

に居場所と出番のある政治の実現に向けて進んで参ります。 

          地域からの国づくり  「体は細いが、芯は太い。」  
 

 

 

 

 

 
 

 

東京都第 14 区総支部長 
荒川区議会議員 

今日の数字？ 

16.1％ 

第 59 号 

今日の数字？ 16.1％：日本の相対的貧困率（2012 年）。相対的貧困率とは、国民を所得順に並べたとすると、

その真ん中の金額の半分に満たない人の割合。その比率は 1985 年からほぼ一貫して上昇している。 

清水啓史（40歳 昭和 50(1975)年 5/7 日生 卯年 A 型 おうし座） 

寛永寺幼卒/根岸小卒/早中・早高卒/早大卒。民主党本部元職員 
平成 19（2007）年 荒川区議選初出馬初当選。現在、荒川区議会議員 3期目。 

荒川区議会では文教・子育て支援委員会、公共施設老朽化等対策調査特別委員会、議会運
営委員会に所属。家族は妻と娘（7歳・平成 20（2008）年 12 月生）。 

 
〒116-0013 荒川区西日暮里 2-45-5-301   TEL/FAX 03-5615-2148    E-mail sh@shimizuhiroshi.com 

 

民進党 

東京都第 14 区（墨田区・荒川区）総支部長に就任！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

荒川区議会 過去最大規模、970 億円の新年度予算が成立 
 

質問 対象者、給付額が異なる給付金事業が毎年のように実施されている。

給付額、事務作業費はどのようになっているのか？ 

 

答弁 臨時給付金の 27 年度については原則 1 人 6000 円の支給。給付費 1

億 8483 万円に対し、事務費が 1億 570万円。27年度の子育て給付金事業に

ついては、事務費のうち約 1000 万円が区の負担となる。 

 

考え 給付金実施のために多大な事務作業が自治体では発生している。そ

のうえ、給付費に対する事務作業費も多額であり、国の事業にも関わらず

区に費用負担が生じるなど、自治体の実情を踏まえたものとなっていない。 

2 月会議では本会議及び予算委員会において質問いたしました。本会議においては、格差問題、旧真土小

学校校舎の今後の方向性、給付金事業について、運動会組体操の安全性など、予算委員会では国保の国

庫負担、介護認定者の税控除について取り上げました。 

質問 荒川区は中学校卒業まで子ども医療費無償化を実施している。この施策のために、荒川区国保会

計への国庫負担が減額されている。自治体による子育て支援策に対し、ペナルティを課すようなことは

止めるよう、国へより強く声を上げていくべきではないか。 

答弁 地方団体も声を上げており、区も同様の認識に立って減額措置廃止を求めていく。 

質問 税金の所得控除のなかに障害者控除がある。この対象者は？ 

答弁 心身障害者手帳を持っている方、及び要介護者のうち区が認定した方。 

質問 状態にもよるが、要介護者は認定証を高齢者福祉課で発行してもらうこと 

によって控除対象になる。このことは区が発行している「介護保険の手引き」に 

記載されているのか？ 

答弁 記載されていない。今後はあらゆる機会で広報に努めていく。 

考え 申請をすれば要介護者が障害者控除の対象になる可能性がある、という情報を知っている方が多

くないのではないか？ 荒川区も介護認定者6493名に対し、認定証を受けている方は254名に過ぎない。

要介護者を扶養している方にも関わることでもあり、また、控除を受けることによって、税額だけでは

なく介護保険料も下がる可能性もある。ケアマネからの発信も含め、情報の周知が必要である。 

―予算委員会質疑― 
国保の国庫負担減額について 

ご存じですか？ 要介護者は障害者控除の対象 

 

―本会議質疑― 

夏休み、冬休み及び春休みの学童クラブ利用可能時間が 8時 15 分からになります。対象は、保護者が 8時

15 分より前に家を出る方の児童です。料金は無料です。 

夏休み学童クラブ、8時 15 分から利用可能へ 
―議会報告― 

 


